
１ 食育月間
Ⅲ 農林水産省における食育の取組

○ ⾷育基本法において、「重点的かつ効果的に⾷育の推進に関する活動を推進するための期間」を指定することと規定。⾷育推
進基本計画では毎年６⽉を「⾷育⽉間」と定めている。

○ 「⾷育⽉間」においては、地⽅公共団体や⺠間団体等の協⼒を得て、毎年「⾷育推進全国⼤会」を開催
○ 農林⽔産省では、「スポーツの⼒と⾷育で地域を元気に︕」をテーマに、⾷育⽉間セミナーを開催。
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令和５年度⾷育⽉間ポスター

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/gekkan/index.html
●食育月間（農林水産省ホームページ）

⾷育⽉間セミナー
（パネルディスカッションの様⼦）

令和５年度⾷育⽉間セミナーチラシ



２ 食育推進全国大会

○ ⾷育基本法において、「⾷育の推進に関する普及啓発を図るための⾏事」を実施することと規定されており、⾷育推進基本計画で
は、「国は、地⽅公共団体、⺠間団体等の協⼒を得て、⾷育推進全国⼤会を毎年開催」と定めているところ、国では、毎年６⽉、
地⽅公共団体との共催により「⾷育推進全国⼤会」を開催。

○ 令和５（2023）年度の第18回⾷育推進全国⼤会は、６⽉24⽇・25⽇に農林⽔産省、富⼭県、第18回⾷育推進全国⼤
会富⼭県実⾏委員会の共催により、富⼭産業展⽰館（テクノホール）他で開催。

○ 令和６（2024）年度の第19回⾷育推進全国⼤会は、６⽉１⽇・２⽇に農林⽔産省、⼤阪府等との共催により、ATCホール
で開催。

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/taikai/gaiyo.html

●食育推進全国大会（農林水産省ホームページ）

第18回⾷育推進全国⼤会の様⼦

第18回⾷育推進全国⼤会のチラシ

Ⅲ 農林水産省における食育の取組

27



３ 食育活動表彰

○ 農林漁業、⾷品製造・販売等その他の事業活動、教育活動⼜はボランティア活動を通じて、⾷育の推進に取り組む者を対象と
して、その功績をたたえるとともに、その取組の内容を広く国⺠に周知し、⾷育を推進する優れた取組が全国に展開していくことを
⽬的として、表彰を実施

○ 第７回⾷育活動表彰では、 (1)ボランティア部⾨、(2)教育関係者・事業者部⾨において、計23（うち農林⽔産⼤⾂賞５、
消費・安全局⻑賞13、審査員特別賞５）の個⼈⼜は団体が受賞

○ 受賞活動の詳細について、農林⽔産省ホームページにおいて、動画及び事例集で紹介

28

Ⅲ 農林水産省における食育の取組

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/hyousyo/index.html

●食育活動表彰（農林水産省ホームページ）

受賞活動を動画で紹介



３ 食育活動表彰

第７回 農林⽔産⼤⾂賞を受賞した団体＜ボランティア部⾨＞

29

Ⅲ 農林水産省における食育の取組

①熊本市⾷⽣活改善推進員協議会
（熊本県）

⾷⽣活改善推進員が、地域の⾼校⽣に郷
⼟の⾷材や郷⼟料理について伝える活動は
広がりをみせており、当協議会の中⼼的な
活動となっている。コロナ禍では、⾏政と
協働で動画の作成・配信を⾏うことにより、
新たな⽇常に対応した⾷⽂化継承のための
⾷育にも⼒を⼊れている。

②シェアリンク茨⽊（⼤阪府）

⼦育て⽀援から始まった団体。活動を通
して⼦育ての悩みは孤⽴することから⽣ま
れることがわかった。「⾷」は「命」につ
ながる。命を輝かせることが究極の⽬的と
して、⾷育講座・畑・⾃炊塾・防災活動・
フードパントリー・シェアハウスなど、⾷
にまつわる様々な取組を通して、持続可能
な地域を実現する活動を進めている。

いばらき

シェア（共有）し、リンク（つなげ
る）次世代の輝きのために・・・

⾼校⽣への⾷育授業「教えてもらった
郷⼟料理を将来、⾃分のこどもに伝え
たい」という声も・・



３ 食育活動表彰

第７回 農林⽔産⼤⾂賞を受賞した団体＜教育関係者・事業者部⾨＞

30

③コミュニティカフェ・カフェゴッコ
（富⼭県）

地元で⽣産された農薬を使わず
に育てた⽶・野菜のみを⾷材とす
るカフェレストラン。地場産⾷材
にこだわった料理実習と併せて、
⾷育講義を⼦育てサークルから⼤
学まで広く⾏っている。農業体験
や出張朝市を通して⽣産者と消費
者の橋渡しをしており、⾷・農・
環境・福祉・被災者⽀援などの地
域課題に取り組む市⺠の交流の場
でもある。

Ⅲ 農林水産省における食育の取組

地元産の旬の⾷材を使ったメニュー

④AGRI BATON PROJECT
（茨城県）

⑤東京ガス株式会社（東京都）
アグリ バトン プロジェクト

農業⼥⼦発案で「農業って楽し
い︕」を伝えるため、『農業の魅
⼒いっぱいの絵本を製作して、次
世代を担う⽇本中のこどもたちへ
おくろう︕』というプロジェクト
を進めている。全国にいるメン
バーがそれぞれの地域でこどもた
ちへ絵本の読み聞かせや農家によ
る野菜のお話を通して⾷育活動を
⾏っている。

⾷や環境、エネルギーの問題に
複合的に取り組むべく、私たちの
暮らしに⾝近な「調理」を軸とし
⾷育活動を開始。現在に⾄るまで、
時代の流れに即した⾷育を推進し
ている。「独⾃性のある⾷育」と
して、環境問題やSDGs実現をベー
スに、次世代育成、健康⻑寿とい
う現代社会が抱える課題に向き
合っている。

農業の魅⼒を伝える
読み聞かせの様⼦

スタートはキッズ イン ザ キッチ
ンこども料理教室（1992〜2020)



４ 全国食育推進ネットワーク（みんなの食育）
Ⅲ 農林水産省における食育の取組

○ ⾷育の推進に向け、国、地⽅公共団体、教育関係者、農林漁業者、企業、団体、ボランティア、個⼈等幅広い関係者が、それ
ぞれの活動を⽣かしながら連携・協働し、⾷育活動を推進する体制の強化を図る。

○ 新たな⽇常やデジタル化に対応した⾷育など、最新の⾷育活動の⽅法や知⾒を情報共有する。
○ 異業者間のマッチングによる新たな⽇常やデジタル化に対応した⾷育など、最新の⾷育活動を創出。
○ ⾷育の推進に向けた研修を実施できる⼈材の育成等に取り組む。
○ ネットワークの⽬的に賛同する機関、団体、企業、農林漁業者、学校関係者、個⼈等にネットワーク会員への参加を促し、⼀元

的に情報発信を⾏う。
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⾷育推進フォーラム2024チラシ

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/network/index.html
●全国食育推進ネットワーク（農林水産省ホームページ）

全国⾷育推進ネットワークサイト
「全国⾷育推進ネットワーク」体制図



○⾷育基本法において、毎年「政府が、⾷育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出」することとされている。
○⽩書には、政府が講じた施策や⾷育に関する事例等を記載（または記述）。例年、５〜６⽉に閣議決定、公表。
○令和４年度⾷育⽩書では、冒頭に「我が国の⾷料安全保障と⾷育の推進」、特集として「「新たな⽇常」やデジタル化に対応した⾷育
の推進」を取り上げ、⾷育の取組状況などについて紹介。

５ 食育白書
Ⅲ 農林水産省における食育の取組

32

●令和４年度食育白書

（農林水産省ホームページ）

https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/r4_index.html



６ 食生活指針

○ 平成12年３⽉、当時の⽂部省、厚⽣省、農林⽔産省が国⺠の健康の増進、⽣活の質の向上及び⾷料の安定供給の確保
を図るために「⾷⽣活指針」を策定。同⽉、「⾷⽣活指針の推進について」を閣議決定し、⾷⽣活指針について国⺠各層の理
解と実践を促進することを決定。平成28年６⽉に⼀部改正。

33
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/shishinn.html

●食生活指針（農林水産省ホームページ）

Ⅲ 農林水産省における食育の取組

１.食事を楽しみましょう。

●毎日の食事で、健康寿命をのばしましょう。
●おいしい食事を、味わいながらゆっくりよく
噛んで食べましょう。

●家族の団らんや人との交流を大切に、また、
食事づくりに参加しましょう。

２.１日の食事のリズムから、健やかな
生活リズムを。

●朝食で、いきいきした１日を始めましょう。
●夜食や間食はとりすぎないようにしましょう。
●飲酒はほどほどにしましょう。

３.適度な運動とバランスのよい食事で、
適正体重の維持を。

●普段から体重を量り、食事量に気をつけましょう。
●普段から意識して身体を動かすようにしましょう。
●無理な減量はやめましょう。
●特に若年女性のやせ、高齢者の低栄養にも気を付けましょう。

●多様な食品を組み合わせましょう。
●調理方法が偏らないようにしましょう。
●手作りと外食や加工食品・調理食品
を上手に組み合わせましょう。

４.主食、主菜、副菜を基本に、食事の
バランスを。

５.ごはんなどの穀類をしっかりと。

●穀類を毎食とって、糖質からのエネルギー摂
取を適正に保ちましょう。

●日本の気候・風土に適している米などの穀類
を利用しましょう。

６.野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、
魚なども組み合わせて。

●たっぷり野菜と毎日の果物で、ビタミン、
ミネラル、食物繊維をとりましょう。

●牛乳・乳製品、緑黄色野菜、豆類、
小魚などで、カルシウムを十分にとりま
しょう。

７.食塩は控えめに、脂肪は質と量を
考えて。

●食塩の多い食品や料理を控えめにしましょう。
食塩摂取量の目標値は、男性で１日８ｇ未満、
女性で７ｇ未満とされています。

●動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくとりましょう。
●栄養成分表示を見て、食品や外食を選ぶ習慣を身に
つけましょう。

８.日本の食文化や地域の産物を活かし、
郷土の味の継承を。

●「和食」をはじめとした日本の食文化を大
切にして、日々の食生活に活かしましょう。

●地域の産物や旬の素材を使うとともに、
行事食を取り入れながら、自然の恵みや
四季の変化を楽しみましょう。

●食材に関する知識や調理技術を身につ
けましょう。

●地域や家庭で受け継がれてきた料理や
作法を伝えていきましょう。

９.食料資源を大切に、無駄や廃棄の少ない
食生活を。

●まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスを減らしましょう。
●調理や保存を上手にして、食べ残しのない適量を心がけましょう。
●賞味期限や消費期限を考えて利用しましょう。

●子供のころから、食生活を大切にしましょう。
●家庭や学校、地域で、食品の安全性を含めた「食」に
関する知識や理解を深め、望ましい習慣を身
につけましょう。

●家族や仲間と、食生活を考えたり、話し合っ
たりしてみましょう。

●自分たちの健康目標をつくり、よりよい食生活
を目指しましょう。

10.「食」に関する理解を深め、食生活を見直して
みましょう。

「食生活指針」



７ 食事バランスガイド

○ 健康で豊かな⾷⽣活の実現を⽬的に策定された「⾷⽣活指針」（平成12年３⽉）を具体的な⾏動に結びつけるものとして、
平成17年６⽉に厚⽣労働省と農林⽔産省が決定

○ １⽇に、「何を」、「どれだけ」⾷べたらよいかを考える際の参考となるように、⾷事の望ましい組合せとおおよその量をイラストで分
かりやすく⽰したもの

34
https://www.maff.go.jp/j/balance_guide/index.html

●食事バランスガイド（農林水産省ホームページ）

Ⅲ 農林水産省における食育の取組



８ エビデンスに基づいた食育の推進

○ 農林⽔産省は⾷育推進に資するエビデンス（根拠）を分かりやすく広報することを⽬的として、平成29・30年度に、⾷育分野に
詳しい研究者等の協⼒のもと、⾷育の取組がなぜ⼤切なのか、取り組むことでどのようなメリットがあるのかをエビデンス（根拠）に
基づき整理したパンフレットを作成。令和元年度には、両年度のパンフレットを統合した、「統合版」を取りまとめ公表。

○ 「朝⾷」、「栄養バランスに配慮した⾷⽣活」、「共⾷」、「農林漁業体験」をテーマに、エビデンス（根拠）を踏まえたメッセージや論
⽂を紹介した研究ノートを掲載。

35
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/evidence/index.html

●「食育」ってどんないいことがあるの？（農林水産省ホームページ）

「食育」ってどんないいことがあるの？～エビデンス（根拠）に基づいて分かったこと～統合版

Ⅲ 農林水産省における食育の取組



９ 考える やってみる みんなで広げる ちょうどよいバランスの食生活

○ 平成28(2016)年３⽉に決定された「第3次⾷育推進基本計画」では、「若い世代を中⼼とした⾷育の推進」を重点課題の1つ
として設定。

○ 農林⽔産省では、様々なライフスタイルを持つ、20歳代、30歳代の若い世代が「ちょうどよいバランスの⾷⽣活」を実践できるよう、
令和元（2019）年度にパンフレット「考える やってみる みんなで広げる ちょうどよいバランスの⾷⽣活」を作成。

○ 令和３（2021）年３⽉に決定された「第４次⾷育推進基本計画」においても、若い世代の朝⾷⽋⾷の減少、栄養バランスに
配慮した⾷⽣活の実践の増加に関する⽬標値を引き続き設定。

36
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wakaisedai/balance.html

●考える やってみる みんなで広げる ちょうどよいバランスの食生活
（農林水産省ホームページ）

啓発資材
「考える やってみる みんなで広げる
ちょうどよいバランスの食生活」

Ⅲ 農林水産省における食育の取組

啓発資材の内容の一部



★生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進

★持続可能な食を支える食育の推進

活用される場面
小売店での店頭 学校の教育現場 食育を行う際の啓発資材 商品の包装への印刷等

共食 朝食欠食の
改善

栄養バランスの
良い食事

生活習慣病
の予防

歯や口腔の
健康

食の安全 災害への
備え

環境への
配慮（調和）

地産地消の
推進

農林漁業
体験

日本の
食文化の継承

★食育の推進

食育ピクトグラム及び食育マークは、利用規約を守っていただければ自由に使用できます。使用料は無料です。

Ⅲ 農林水産省における食育の取組

10 食育ピクトグラム及び食育マーク

37

●食育ピクトグラム及び食育マーク

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/pictgram/index.html

食育マーク



11 従業員等の健康に配慮した企業の食育推進事例集

○ 令和２年３⽉、農林⽔産省は、従業員等の健康管理に配慮した企業のうち、先進的かつ積極的に⾷育を推進する取組に焦点
を当てた基礎情報を収集し、事例集を作成

○ これから従業員等の⾷育に取り組もうとする企業のきっかけや、既に⾷育を推進している企業の更なる展開のための参考として活⽤
されることを期待

○ 第４次⾷育推進基本計画においても、従業員等が健康であることは、従業員の活⼒向上や⽣産性の向上等の組織の活性化を
もたらし、結果的に企業の業績向上につながると期待されていることから、職場における従業員等の健康に配慮した⾷育の推進す
ることとしている。

38
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kigyo/jirei.html

●企業の食育推進事例集（農林水産省ホームページ）
従業員等の健康に配慮した企業の

食育推進事例集

Ⅲ 農林水産省における食育の取組

● 株式会社日比野設計

子育てしやすい環境づくり、自分や家

族との時間の確保といった観点から、夜

型勤務から朝型勤務への転換を促すため、

社内レストランで朝食と昼食の無料提供

を実施。可能な限り地元の食材を使用し

た食事を提供。

【紹介企業の一例】

● 味の素株式会社

スマートフォンやパソコンで、「運

動」「食事」「睡眠」「気分」の４軸で

健康状態が可視化された健康アドバイス

アプリ「カラダかわるNavi」を利用し、

AIによるアドバイスなどが可能に。

午前８時からビュッフェスタイルで朝食を提供

アプリを活用した
「健康チャレンジキャ
ンペーン」



12 子供食堂と連携した地域における食育の推進

○ ⼦供が⼀⼈でも来られる無料⼜は安価で⾷事を提供する⼦供⾷堂は、⼦供にとって⾷卓を囲み⾷事を共にする貴重な場で
あるとともに、地域コミュニティの中での⼦供の居場所となっている。農林⽔産省では、地⽅公共団体や地域における⾷育関
係者が、⾷育推進の観点から、⼦供⾷堂の活動の意義を理解し、適切な連携が図られるよう、⼦供⾷堂と連携した地域に
おける⾷育の推進に関連する情報を整理し、ホームページで公表

○ 平成29年度には、⼦供⾷堂の現状・課題、地域との連携状況を取りまとめるとともに、地域と⼦供⾷堂が連携している具体
的な事例を、課題や⾷育の取組ごとに整理した事例集を作成
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https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html

●子供食堂と連携した地域における食育の推進

（農林水産省ホームページ）

子供食堂と地域が連携して
進める食育活動事例集

～地域との連携で食育の環
が広がっています～

子供食堂と連携した地域における食育の推進

Ⅲ 農林水産省における食育の取組



③ 「⽇本型⾷⽣活」の要素は、ごはんと汁にバラエティのあるおかずを組み合わせた「和⾷」の基本形と⾔うべきものである。
ごはんには⻨や雑穀を加えてもよいし、汁にも様々な具を使うことが可能であり、おかずはハンバーグ、野菜、乳製品など様々
なものを取り⼊れることが可能である。

④ ごはんと組み合わせる主菜、副菜などは、家庭での調理のみを前提とせず、中⾷、冷凍⾷品、レトルト⾷品、合わせ調味料な
どの活⽤や外⾷との組み合わせも可能である。

（平成27年３⽉ 今後の⾷育推進施策について（最終とりまとめ）より）

ごはんをベースに中食を組み合わせた日本型食生活の例

① 「⽇本型⾷⽣活」を⼀⾷、⼀⽇単位ではなくとも、数⽇から⼀週間の中で組み⽴てる。
② ⽇本の気候⾵⼟に適した多様性のある⾷として、地域や⽇本各地で⽣産される豊かな⾷

材も⽤い、健康的で栄養バランスにも優れている。

13 わかりやすく、実行性の高い｢日本型食生活｣の推進

○ 第４次⾷育推進基本計画を踏まえ、⽣活習慣病の予防、健康な次世代の育成の観点から、栄養バランスに優れた「⽇本型⾷
⽣活」の実践を推進する。内容やメリット等をわかりやすく周知し、誰もが気軽に取り組めるよう推進する。

○ ⾷⽣活の現状を踏まえ、国⺠各層が理解しやすく、かつ、実⾏性が⾼いものとなるよう推進していく必要がある。
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Ⅲ 農林水産省における食育の取組

http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/nihon_gata.html
●「日本型食生活のススメ」（農林水産省ホームページ）




